
軽自動車税・自動車税に関するお知らせ

民有地緑化事業に対する補助を
ご活用ください

①軽自動車税
５月上旬に通知される軽自動車税の納期限は５月31日㈭です
　市税取扱金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所、富士松支所で納付してください。
　口座振替の申し出をしている場合は、５月31日㈭に指定口座から引き落とされます。
※税額などについては、市民だより３月１日号をご覧ください。
車検用納税証明書は保管しておきましょう
　 ▼現金納付…納税通知書の右端が車検用納税証明書となっています。
　 ▼口座振替…６月中旬に車検用納税証明書を送付します。
※５月31日㈭から６月中旬までに車検用納税証明書が必要な場合は、納税したことが分かるように５月31日㈭以後に記
　帳した指定口座の通帳をお持ちの上、税務課、富士松支所または各市民センターで申請してください。
※前年度に口座振替納付した人は、前年度交付された有効期限が６月15日の車検用納税証明書も利用できます。
軽自動車税が減免されます
　身体障害者手帳などをお持ちの人が所有している軽自動車などで、障害の程度など一定の要件に該当する場合、１人
　１台に限り減免が受けられます。30年度は５月24日㈭までに税務課で申請してください。
②自動車税
５月上旬に県税事務所から通知される自動車税の納期限は５月31日㈭です
　県税事務所、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
※市役所での納付不可　※パソコンなどからクレジットカードによる納付可（手数料必要）
対　4月1日現在で普通自動車・軽自動車などを持つ人
名義変更・廃車などの手続きを他の人に依頼した車両の納税通知書が届いた場合、手続きが３月末日までに行われてい
ないことが考えられます。また、転居などにより納税通知書が届かないときは、各問合せ先にご連絡ください。
問　①税務課（☎６２-１２０５）、②西三河県税事務所自動車税グループ（☎０５６４‐27‐２７１２）

※補助を受ける場合には、事前申請が必要です。必ず工事前にご相談ください。

✽１　屋上およびバルコニー（ベランダ
を除く）

✽２　樹木、芝、地被類、つる性植物な
どで多年性の植物

生垣設置事業
【要件】　住宅、店舗、事務所、工場
および駐車場の用に供する土地内
で、道路に面した所に高さ９０ｃｍ以
上の樹木を植栽延長３ｍ以上新た
に植栽する事業。ただし、植栽延長１
ｍにつき２本以上植栽する場合に限
る。

屋上緑化事業
【要件】　建築物の屋上など＊１に樹
木など＊2を３㎡以上新たに植栽する
事業。ただし、プランターを使用す
る場合は、１基当たりの容積が１００ℓ
以上のものを使用する場合に限る。

壁面緑化事業
【要件】　建築物および工作物の道
路に面した壁面に樹木など＊2を３㎡
以上新たに植栽する事業。

【補助金額】　「樹木の購入および
植栽工事などに要した経費の３分の
２」と「植栽延長（ｍ）×５,000円」を比
較してどちらか少ない額（限度額７
5,000円）

【補助金額】　「樹木などの購入およ
び植栽工事などに要した経費の３分
の２」と「植栽面積（㎡）×２0,000円」
を比較してどちらか少ない額（限度
額５０0,000円）

【補助金額】　「樹木などの購入およ
び植栽工事などに要した経費の３分
の２」と「植栽面積（㎡）×１0,000円」
を比較してどちらか少ない額（限度
額２５0,000円）

緑にあふれ、やすらぎと潤いを与えるまちとなるため、次の補助事業を実施しています。 問　公園緑地課（☎６２-１023）
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